
広報

Ａ滑走路のみ変更10月27日から 弾力的運用※

運航可能時間

6:00 00:00 00:30【Ｃ滑走路供用までの当面の間】

※ 弾力的運用とは、やむを得ない事由により通常の運航に影響を及ぼすこととなった航空機に限って
離着陸が認められる制度です。

現　在 便数制限　　　　
各滑走路10便まで

弾力的運用※

運航可能時間

6:00 22:00 23:00 00:00
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　10月20日（日）に予定して
いた栗山川周辺環境ボラン
ティアは、台風15号被害の
影響により中止します。
　次回の開催に、ご協力を
お願いします。
環境防災課環境班

　☎84－1216

栗山川周辺環境ボラン
ティアは中止します

日吉・南条・東陽・白浜地区
（主に栗山川の東側）にお住まいの方

㈱五十嵐商会 海匝営業所 ☎84－1119
㈲光クリーンセンター ☎84－2244
㈲ユート・アメニティ ☎84－3270
㈱トーソーエンバイテック ☎72－4231
㈲銚子浄化槽管理センター ☎73－3840
㈱加藤設備 ☎63－8277
㈱旭住宅 ☎63－8150
旭衛生センター㈱ ☎63－9551
㈲いしげ水質管理センター ☎63－2282
 東総衛生組合事務局（旭クリーンパーク）
 ☎62－0794

対象地域 大 総 ・ 横 芝 ・ 上 堺 地 区
（主に栗山川の西側）にお住まいの方

清掃許可
業　　者

 ㈱五十嵐商会 東金営業所 ☎0475－58－5249

 ㈱新興ウオターマネージメント工業 ☎0475－54－2231

 ㈲環境衛生センター ☎0475－58－2304

 ㈲渡辺清掃 ☎0475－58－3308

 ㈲甲斐浄化槽サービス ☎0475－77－1717

 ㈲成東浄化槽センター ☎0475－82－0202

問い合わせ  山武郡市広域行政組合環境衛生課料金係
 ☎0475－54－0531

浄化槽の適切な維持管理できれいな水に

浄化槽の保守点検
定期的な点検が法律で義務付
けられており、各装置や処理
状況のチェック、薬剤の補給
を行います。千葉県に登録さ
れている保守点検業者に依頼
しましょう。

浄化槽の清掃
年1回以上行うことが法
律で義務付けられており、
汚泥の引き抜き等を行い
ます。各地域で組合の許
可を受けた下記の業者に
依頼しましょう。

定期検査（11条検査）
年1回の検査を受けることが法律で義務付けられ
ており、浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、
浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し
ます。検査は千葉県知事指定検査機関の（公社）千
葉県浄化槽センターに依頼しましょう。
☎043－246－6283　FAX043－246－6231

　みなさんが使用している浄化槽は、微生物を利用して家庭から出る汚水を「きれいな水」に処理し、放流しています。
浄化槽の管理が適切に行われていないと、微生物が減り浄化槽の機能が低下するばかりでなく、汚泥等が溜まり悪臭の
発生や放流された水が河川を汚すなど、環境を汚染する原因となります。
　みなさんの住みよい環境を守るため、次のことを行いましょう。

※上記の清掃許可業者は、県の保守点検業者にも登録されています。
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